
資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

家庭における
子育てへの支
援

家庭教育支援
事業

家庭教育の充実を図るため，保護者等を対象にした研修会
を開催し，家庭教育の支援に努めます。訪問型ワーク
ショップ「親なびワーク」を推進します。

８教室

PTA家庭教育担当役員を対象とした家庭教育
支援のための研修会を開催した。また，市
内幼小中の家庭教育学級等の活動を冊子に
取りまとめ，次年度の活動資料として各校
園へ配付した。「親なびワーク」を9回実施
し，延べ125人の参加を得た。

各地区の公民館や幼稚園・小中学校で
「親なびワーク」を実施できた。「親
なびワーク」を実施することで，保護
者同士の交流や，子育てに対する悩み
などの解決に寄与した。

Ｂ 文化振興課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

家庭における
子育てへの支
援

児童手当
中学校修了前までの児童を養育している方に児童手当を支
給します。

設定なし

受給者及び支給児童数（令和５年２月現
在）
・受給者　14,326人
内　所得上限限度額超過　391人
　　特例給付(所得制限) 721人
　　施設入所等  11件
・支給児童 23,487人
内　施設入所等 32人

申請内容について精査し，遅滞なく適
正に処理することができました。

Ａ 子ども政策課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

家庭における
子育てへの支
援

不妊治療費助
成

不妊治療を受ける夫婦に対し，対象治療費の一部を助成し
ます。

不妊治療の助
成件数300件

助成件数　200件
申請内容について精査し，遅滞なく適
正に処理することができました。

Ａ 子ども政策課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

家庭における
子育てへの支
援

不育症治療費
助成（2017
（平成 29）年
度から）

不育症治療を受ける夫婦に対し，対象治療費の一部を助成
します。

不育症治療の
助成件数３件

助成件数　 26件
申請内容について精査し，遅滞なく適
正に処理することができました。

Ａ 子ども政策課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

家庭における
子育てへの支
援

一時預かり事
業

保護者の疾病等の緊急時や，就労形態の多様化に伴い家庭
保育が困難となる場合等，保育所において一時的に児童を
保育します。

9,640人
公立保育所３か所，私立保育園７か所，認
定こども園３か所において実施。
・5,246人

公立保育所での利用者数が増加したこ
とから，令和3年度に比べ全体の利用数
が増加した。今後も継続して事業を実
施していく。

Ｂ 子ども育成課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

家庭における
子育てへの支
援

一時預かり事
業（幼稚園
型）

地域子ども・子育て支援事業として保護者の子育てを支援
するため，私立幼稚園の在園児を対象に，通常の教育時間
の前後や長期休業期間中などに実施する預かり保育事業に
補助を行います。

21,689人
認定こども園７か所，私立幼稚園５か所に
おいて実施
・38,116人

幼児教育・保育の無償化により，教育
ニーズが多様化し，利用ニーズが高
まっているため今後も継続して事業を
実施していく。

Ａ 子ども育成課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

家庭における
子育てへの支
援

子育て短期支
援事業
（ショートス
テイ）

保護者が疾病等の理由で，一時的に児童の養育が困難な場
合に児童養護施設等で一時的に児童を預かります。

利用者数　延
べ99人（ｼｮｰﾄ
ｽﾃｲ，ﾄﾜｲﾗｲﾄｽ
ﾃｲ合計）

利用者数　延べ197日
（ショートステイ116日，トワイライトステ
イ81日）

利用する家庭は，児童虐待の疑いがあ
る家庭も多く，保護者のレスパイトが
必要になっている。児童虐待の未然防
止の側面もあることから今後も事業を
継続していく。

Ａ 子ども家庭支援課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

家庭における
子育てへの支
援

子ども医療費
助成

中学校修了前までの子どもを対象に，保険適用に係る医療
費の自己負担相当額を助成します。

受給資格者数
25,141人

受給資格者数　22,199人

15歳年度末までの児童を対象に医療費助成
制度を行っている。6歳年度末まで実施して
いた窓口負担がない現物給付の対象年齢を
Ｒ4.9.1から15歳年度末まで拡大した。

現物給付の対象年齢を拡大することに
より，子育て支援の一層の充実を図っ
た。

Ｂ 福祉医療課

第２期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画にかかる令和４年度各種事業の取組実績及び取組評価

自己評価 Ａ：十分な取組と評価が認められる。

Ｂ：概ね成果を認めることができる。

Ｃ：取組は認められるが，より成果を上げるための見直しが必要。

Ｄ：取組が不十分で成果が認められない。
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

ひとり親家庭
の子育てへの
支援

母子父子寡婦
福祉資金の貸
付制度

ひとり親家庭の母・父及び寡婦の自立への助成と生活意欲
の助長を図るため，資金の貸し付けを行います。

設定なし
母子父子寡婦福祉資金
　貸付受付件数　　17件

制度の概要等について，継続した制度
周知に努めます。

Ａ 子ども政策課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

ひとり親家庭
の子育てへの
支援

児童扶養手当 ひとり親家庭等に対し，児童扶養手当を支給します。 設定なし

支給区分別受給者数（令和５年３月現在）
・全部支給：653人
・一部支給：639人
・全部停止：284人

申請内容について精査し，遅滞なく適
正に処理することができました。ま
た，窓口や訪問等で，ひとり親の悩み
など実態把握に努めています。

Ａ 子ども政策課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

ひとり親家庭
の子育てへの
支援

ひとり親家庭
相談

ひとり親家庭に関する相談に応じ，助言，指導や関係機関
の紹介等を行います。

母子父子自立
支援員による
相談件数200
件

相談件数　241件
母子・父子家庭や寡婦の方からの生活
相談に応じ，福祉資金貸付をはじめと
したアドバイスを行いました。

Ａ 子ども政策課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

ひとり親家庭
の子育てへの
支援

助産施設及び
母子生活支援
施設への入所

経済的理由で入院助産を受けることができない妊産婦を助
産施設で支援します。また，配偶者のいない母親やその子
どもを保護するため，母子生活支援施設での安定した生活
が送れるよう支援します。

施設利用　20
世帯

助産施設　１世帯
母子生活支援施設７世帯（継続利用含む）

経済的困窮や，ハイリスク妊婦等，出
産に対して心配な家庭は後を絶たず，
様々な理由により母子生活支援施設へ
の入所が必要な家庭もあることから，
今後も事業を継続していく。

Ａ 子ども家庭支援課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

ひとり親家庭
の子育てへの
支援

一人親家庭等
医療費助成

一人親家庭等に対し，保険適用に係る医療費の自己負担相
当額を助成します。

受給資格者数
3,561人

受給資格者数　3,231人

15歳年度末までの児童を対象に医療費助成
制度を行っている。6歳年度末まで実施して
いた窓口負担がない現物給付の対象年齢を
Ｒ4.9.1から15歳年度末まで拡大した。

現物給付の対象年齢を拡大することに
より，子育て支援の一層の充実を図っ
た。

Ｂ 福祉医療課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

ひとり親家庭
の子育てへの
支援

ひとり親世帯
の公営住宅の
優先入居

公営住宅の入居者募集で応募者多数により抽選となった場
合，ひとり親世帯の当選確率を一般世帯の２倍にして，ひ
とり親世帯が入居しやすくし，住居の確保を支援します。

抽選会4回実
施

令和4年度に行いました入居募集において，
応募者多数により抽選となった住戸で，当
選の確率を上げる措置をしたひとり親世帯
は13世帯ありました。そのうち当選した世
帯は6世帯で，当選確率は46.2％でした。

令和4年度に行いました入居募集におい
て，応募者多数により抽選となった住
戸の一般世帯の申込数は30世帯で，そ
のうち当選したのは8世帯で，一般世帯
の当選確率は26.7％でした。
ひとり親世帯の当選確率が46.2％と一
般世帯と比較すると約20％高く，ひと
り親世帯の市営住宅優先入居支援が成
果を上げていると考えます。よって，
今後も取り組みを継続していきます。

Ｂ 住宅政策課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

ひとり親家庭
の子育てへの
支援

交通遺児見舞
金事業

鈴鹿市内に在住する交通遺児に対し，就学進学支度金及び
就学に必要な費用の一助とするため見舞金を支給すること
により，遺児の激励と健全な育成を図ります。

漏れのない均
等分配
支給率100％

1人当たり50,000円の見舞金を，対象者2人
に分配した。
（寄附金　100,000円）

寄附金あっての事業となるが，交通遺
児の激励と健全な育成のため，継続し
て事業を実施する。

Ａ 学校教育課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

支援の必要な
子どもと家庭
への途切れの
ない支援

障がい児保育
事業

障がいのある児童の保育に必要な環境整備を行い，統合保
育の推進を図ります。

必要に応じ
て，加配保育
士を配置す
る。

子ども家庭支援課と連携し，加配保育士等
により支援を行った児童数
・142人（令和５年３月１日現在）

障がいのある子どもが集団保育ができ
るよう子ども家庭支援課と連携して個
別指導計画を立て支援をしたり，加配
保育士を配置した。今後も継続し，事
業を実施していく。

Ｂ 子ども育成課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

支援の必要な
子どもと家庭
への途切れの
ない支援

発達障がい総
合支援事業

発達に課題のある児童やその保護者に対して発達相談を実
施し，専門性を生かして臨床心理士等のカウンセリングや
検査を行うなど，途切れのない支援につなげます。

要請に応じて
発達検査等の
専門的な相談
や，保育所・
学校等への巡
回相談等を行
う。

・発達検査　 　 518件
・巡回相談　 10,389件
・研修会　 　　　１回

児童等を養育する保護者や，児童等と
関わる機関の関係者からの相談が年々
増加しているため，今後も児童等と関
わる機関の関係者の相談技術の向上
や，継続的支援を図ります。

Ａ 子ども家庭支援課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

支援の必要な
子どもと家庭
への途切れの
ない支援

就学相談
幼児や児童生徒の障がいの種類や程度等について調査し，
就学について検討するとともに，保護者等に十分な情報を
提供し，適正な就学相談を行います。

就学判定数
250件

判定数　２７０件

今後も保護者等に十分な情報を提供
し，適正な就学指導相談を行う。特に5
歳児健診での結果を活用し，早期から
保護者との連携を充実できるように努
めます。

Ａ 子ども家庭支援課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

支援の必要な
子どもと家庭
への途切れの
ない支援

障がい児自立
支援事業

児童福祉法及び障害者総合支援法に基づき，障がいのある
児童の健やかな育成のための福祉サービス（児童発達支
援，放課後等デイサービス，短期入所等）の支給決定を行
います。

設定なし

障がい児通所支援事業（放課後等デイサー
ビス等）を提供する事業所の増加に伴い利
用者も増加している中，支援が必要な対象
者に支給決定を適切に実施できた。

今後もサービスを提供する事業所と利
用者希望者の増加が見込まれる。健康
づくり課，子ども家庭支援課，障害児
相談支援事業所等との連携のもと，引
き続き適切な支給決定を行う。

Ａ 障がい福祉課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

支援の必要な
子どもと家庭
への途切れの
ない支援

鈴鹿市療育セ
ンター

心身の発達に遅れや心配のある児童に，療育指導，生活指
導及び個別訓練を行い，成長していけるよう療育支援を行
います。なお，施設運営は指定管理者制度を導入し，鈴鹿
市社会福祉協議会が実施しています。

設定なし

本施設は地域の中核的な療育施設として，
関連機関と連携し，心身の発達に遅れや心
配のある児童とその保護者へ児童発達支援
や放課後等デイサービスの事業を実施し，
適切にサービスを提供できた。

引き続き，支援が必要な児童とその保
護者の状況を把握し，適切なサービス
提供を行う。

Ａ 障がい福祉課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

支援の必要な
子どもと家庭
への途切れの
ない支援

小児等在宅医
療連携推進事
業

医療的ケアを必要とする小児が，在宅で医療，福祉等の
サービスの提供を受け，安心して生活できるよう医療，福
祉，行政等の関係機関による支援のための体制づくりを行
います。

多職種連携会
議の開催回数
２回

にじいろネット（医療的ケアを含む重症児
と家族のための５市連携研究会）が年２回
開催され,市においては鈴鹿市小児等在宅医
療にかかる行政機関等連携会議を１回開催
し多職種の連携をはかった。

鈴鹿市小児等在宅医療にかかる行政機
関等連携会議は新型コロナウイルス感
染拡大のため２回開催のうち１回中止
となったが令和５年度は実施予定。

Ａ 健康づくり課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

支援の必要な
子どもと家庭
への途切れの
ない支援

特別支援教育
就学奨励費補
助事業

特別支援学級に就学する児童，生徒の保護者に対して，就
学のため必要な経費を助成します。

奨励費の適正
支給率100％

（学用品費・通学用品費・給食費等）
小学校　　306人　10,268,116円
中学校　　 90人　 4,806,832円

必要とする保護者への支援として，今
後も継続して事業を実施する。

Ａ 学校教育課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

支援の必要な
子どもと家庭
への途切れの
ない支援

特別支援教育
の推進

「個別の教育支援計画」，「個別の指導計画」の策定，作
成と引継を行うとともに，各関係機関が連携を図ること
で，障がいのある児童生徒への途切れのない支援を行いま
す。

通常学級に在
籍する支援が
必要な児童生
徒の「個別の
教育支援計
画」の作成率
97.5％

公立小学校30校，中学校10校の通常学級に
在籍する支援が必要な児童生徒のうち，
「個別の教育支援計画」を作成している児
童生徒数の割合98.5％
特別支援教育コーディネーター会議　開催
数：２回
通級指導教室担当者会：３回

（成果）昨年９月から，妊娠時からの
成長の記録として「すずっこファイ
ル」がすべての子どもを対象に配布さ
れることとなった。このことにより，
子ども一人ひとりが適切な支援を継続
的に受けられる体制が整備された。
会議を通して幼保小中の連携，通級指
導教室等における支援体制の充実に向
けた話合いなどを充実させた。
（課題）
各校・園で，特別支援教育コーディ
ネーターのリーダーシップのもと，
「個別の教育支援計画」「個別の指導
計画」の活用の充実をはかっていく。
子どもの適切な支援に向けて，教職員
研修を行う。

Ｂ 教育指導課

3



資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

外国人の家庭
への子育て支
援

在住外国人支
援団体活動費
補助事業

外国人児童学習支援教室における学習支援者（ボランティ
ア）の確保など，その運営を支援し，充実を図るための財
政的支援を実施します。

学習支援教室
の確保

昨年度に引き続き，外国人児童生徒への学
習支援教室に関して，教育支援課，鈴鹿国
際交流協会と情報共有会議や運営委員会と
の協議会を実施しました。

外国人児童生徒への学習支援教室はコ
ロナ禍において感染状況を鑑み，感染
対策を取りながらの実施となりまし
た。
しかしながら，本事業も定着が進む
中，今後は対象者（校）を広げていく
ため，引き続き検討していきます。

Ａ 市民対話課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

外国人の家庭
への子育て支
援

外国人児童生
徒の受入促進
事業

鈴鹿市日本語教育支援システムや特別の教育課程による日
本語指導の充実を図るとともに，就学年齢にある外国人児
童への就学ガイダンスや中学校卒業後の進路選択に向けた
進路ガイダンスを開催し，外国人児童生徒の進路保障に取
り組みます。

外国人生徒の
高等学校進学
率
100％

・進路ガイダンス　令和4年11月15日
　　　　　　　　　市役所12階
　[参加者数：生徒15名　保護者23名]

・令和4年度　外国人生徒の進学率は97.1％

進路ガイダンスは，早期から進路への
意識を高める必要があり，中学１，２
年生やその保護者にも参加を呼びかけ
ている。
しかし，参加者が少ないため，周知の
仕方を工夫する必要がある。

Ｂ 教育支援課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

外国人の家庭
への子育て支
援

外国人児童生
徒の適応支援
事業

外国人児童生徒支援員等の派遣や外国人教育指導助手等の
配置等により，外国人児童生徒の日本語教育に取り組みま
す。

外国人児童生
徒等が在籍す
る学校で，日
本語指導にか
かる研修会を
実施した学校
の割合
86.5%

・外国人児童生徒支援員の派遣
【支援員等１１名　対応言語7言語（ポルト
ガル語・スペイン語・タガログ語・英語・
インドネシア語・モンゴル語・ベトナム
語】
・R4年度の外国人児童生徒等が在籍する学
校で，日本語指導にかかる研修会を実施し
た学校の割合は，69.4％

日本語指導が必要な児童生徒が在籍す
る全ての学校で日本語指導・適応指導
が実施できるように，日本語指導講師
を確保する。外国人児童生徒の多言語
化に適切に対応できるよう母語のわか
る支援員等の人材を確保する必要があ
る。

Ｂ 教育支援課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

外国人の家庭
への子育て支
援

外国人児童生
徒の就学促進
事業

外国人児童生徒の就学支援教室を設置し，来日間もない児
童生徒の初期の日本語指導や学習指導を行います。

外国人生徒の
高等学校進学
率
100％

・令和4年　就学支援教室（コトノハ）実績
　通室32名（小9名，中21名，過年度2名）
・就学ガイダンス12月3日（土）牧田小
【参加者数9家族14名(幼児･保護者)】
・令和4年度の外国人生徒の高等学校進学率
は97.1％

就学支援教室は，来日間もない外国人
児童生徒が円滑に学校生活が送れるよ
う，在籍校の担当者や担任と連携して
支援を実施する。
就学ガイダンスは，就学に関する情報
を幅広く伝えていく必要があり，より
一層の保育園・幼稚園との連携を進め
る。

Ｂ 教育支援課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

働きながら子
育てする家庭
への支援

乳幼児健康支
援一時預かり
事業（病児・
病後児保育事
業）

保育所等に通所中の児童で，病気はほとんど回復していま
すが，集団生活が困難で，家庭でも保育ができない場合
に，一時的に児童を預かり保育します。

950人

利用者数　170人（西条保育所　病後児保育
室）
利用者数　580人（病児・病後児保育室ハ
ピールーム）

保護者の子育てと就労の両立を支援す
ることができました。

Ａ 子ども政策課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

働きながら子
育てする家庭
への支援

放課後児童健
全育成事業
（放課後児童
クラブ）

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童が，放課後等
を安心して過ごすことができ適切な遊びや生活の場を通じ
て，児童の健全な育成を図ります。

2,088人

登録児童数 1,947人（Ｒ４.５.１現在）
・利用児童数の増加により待機児童が発生
している小学校区において，放課後児童ク
ラブを増設又は受入れの拡充を行いまし
た。

放課後児童クラブを増設又は拡充をす
ることにより，待機児童の解消に繋が
りました。

Ａ 子ども政策課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

働きながら子
育てする家庭
への支援

通常保育事業
保護者が就労等のために家庭において保育できない児童を
通常保育時間内で保育を行います。

２号2,850人
３号2,040人

公立保育所（10か所）・私立保育園（25か
所）・認定こども園（７か所）の利用定員
の総計4,950人
・２号認定（３～５歳児）　2,685人
・３号認定（０～２歳児）  1,981人
※３月１日現在の市内保育所等の利用者数
※２歳児は年度途中で2号に切り替わるた
め，３号としてカウント

今後も待機児童が発生しないよう通常
保育事業を継続していく。

Ａ 子ども育成課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

働きながら子
育てする家庭
への支援

時間外保育事
業（延長保育
事業）

保護者の就労形態の多様化に対応するため，通常の保育時
間を超えて保育を行います。

1,418人

私立保育園，認定こども園において，通常
の利用時間を超えて延長保育を実施。

・1,358人（私立保育園23か所，認定こども
園６か所）

延長保育事業のニーズは高く，今後も
継続し，事業を実施していく。

Ａ 子ども育成課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

働きながら子
育てする家庭
への支援

低年齢児保育
推進事業

安定的な保育が実施できるよう保育士を確保しながら，年
度途中入所のニーズ等にも対応できるよう，低年齢児保育
を行います。

設定なし

令和5年3月の市内公私立保育所等利用者数
・０歳　386人
・１歳　761人
・２歳　834人

低年齢からの保育所利用ニーズは高
く，今後も継続し，事業を実施してい
く。

Ｂ 子ども育成課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

働きながら子
育てする家庭
への支援

休日保育事業
就労のため，休日に児童を見られない保護者のニーズに対
応し，休日保育を実施します。

設定なし 私立保育園３か所において実施。
休日保育事業のニーズはニーズは高
く，今後も継続し，事業を実施してい
く。

Ｂ 子ども育成課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

働きながら子
育てする家庭
への支援

保育所整備費
補助事業

社会福祉法人の設置する保育所が施設整備する際に，必要
な経費の一部を助成します。

設定なし
私立保育園2施設の老朽化に伴う改築に対し
て補助を実施。

老朽化する施設に対し，適切に補助を
行うことができた。

Ｂ 子ども育成課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

働きながら子
育てする家庭
への支援

家庭支援推進
保育事業

育児不安のある保護者，ひとり親家庭，外国人家庭に対し
て相談に応じ，家庭訪問等の支援を行います。また，関連
機関と連携をとり，より専門的な支援を行います。

設定なし

家庭支援推進のため，保育士を加配してい
る私立保育園12園に補助金を交付した。公
立保育所は，一ノ宮保育所が国の補助を受
けながら，家庭支援推進事業に取り組ん
だ。

一ノ宮保育所において，保育士の加配
により専門知識の習得や人材育成など
の支援を行い，入所児童の処遇の向上
を行った。

Ｂ 子ども育成課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

働きながら子
育てする家庭
への支援

子育て支援推
進保育事業

一定の基準を満たす認可外保育施設に対し，運営費補助を
行います。

設定なし ２施設に対し運営費補助金を交付した。

認可外保育施設を利用する保護者の
ニーズは今後もあると見込まれること
から，運営費補助は継続して実施して
いく。

Ｂ 子ども育成課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

働きながら子
育てする家庭
への支援

子育て短期支
援事業（トワ
イライトステ
イ）

保護者が仕事等により帰宅が夜間になる場合や休日勤務の
場合に，児童養護施設等において一時的に児童を預かりま
す。

利用者数　延
べ99人（ｼｮｰﾄ
ｽﾃｲ，ﾄﾜｲﾗｲﾄｽ
ﾃｲ合計）

利用者数　延べ197日
（ショートステイ116日，トワイライトステ
イ81日）

仕事のために児童の一時預かりを希望
する家庭のニーズがあることから，今
後も事業を継続していく。

Ａ 子ども家庭支援課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子育て家庭を
支える相談・
情報提供の充
実

「こどもの部
屋」の活用

子育て中の女性にも社会参加の機会を確保するため，男女
共同参画センターで開催する事業においては託児を設置す
るよう努めるとともに，事業で使用しない日は，交流や情
報交換の場として活用します。

設定なし

男女共同参画センターを利用する団体に託
児所としてご利用いただきました。また，
予約がない時には常時開放し，近隣の方が
お子様を連れて遊びにくる等，自由にご利
用いただきました。
実績　利用件数：36件
　　　利用人数：168人

新型コロナウイルス感染症の防止対策
が緩和されたことで，昨年度よりも利
用人数が大幅に増えました。
引き続き，無料で自由に利用できる部
屋として周知を行っていきます。

Ａ 男女共同参画課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子育て家庭を
支える相談・
情報提供の充
実

女性のための
相談事業

子育てをはじめ，家庭や地域，職場での人間関係などの悩
みについて，相談者自らの力で解決できるようサポートを
行います。

設定なし

電話相談は毎週火・木・金に，面接相談は
月1回実施しました。
令和3年度に作成した「女性のSOSハンド
ブック」を活用し，市内大型商業施設や高
校文化祭等での啓発活動時に相談電話の周
知を行いました。
実績　電話相談：231件
　　　面接相談：8件

昨年度に比べ，電話相談，面接件数は
微増しました。
これからはアフターコロナ社会へと移
行していきますが，コロナ禍での副次
的な影響から，今後も相談内容の多様
化が予測されるため，月1回開催してい
るGSV等により相談員の知識向上に努め
ます。

Ａ 男女共同参画課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子育て家庭を
支える相談・
情報提供の充
実

子育て情報誌
子育て支援情報を総合的にまとめた子育て情報誌を定期的
に見直し，更新を行います。

子育て情報誌
の改訂１回

子育て情報誌（すずっこナビ）の改訂
・Ｒ５.４発行（7,000部）の準備
・妊娠届出時及び赤ちゃん訪問時等に配布

子育てに関する情報を得てもらうこと
で，安心して子育てができることか
ら，妊娠中の方をはじめ，子育て世帯
の方々へ周知ができました。

Ａ 子ども政策課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子育て家庭を
支える相談・
情報提供の充
実

子育て支援総
合コーディ
ネート事業

地域における多様な子育てサービス情報を一元的に把握す
るとともに，子育て家庭に対する総合的な情報を提供，利
用援助等の支援を行います。

子育て支援セ
ミナーの開催
数３回

子育て支援講座の実施開催（10回）
①ご近所ママのつどいin旭が丘公民館（旭
が丘公民館）
  Ｒ4.5.8（7組），Ｒ4.5.18（6組）
②転入ママのつどい（子育て応援館）
　Ｒ4.5.23（6組）,Ｒ4.5.30（5組）
③つながる子育てひろば～１歳児さんあつ
まれ～（子育て応援館）
　Ｒ4.7.5（6組）,Ｒ4.7.12（4組）,Ｒ
4.7.19（2組）
④転入ママのつどい（牧田公民館）
　Ｒ4.8.5（6組），Ｒ4.8.10（5組）
⑤プレママのつどい（保健センター，子育
て支援センターりんりん）
　Ｒ4.9.28（4人），Ｒ4.10.7（5人，親子3
組）
⑥転入ママのつどい（子育て応援館）
　Ｒ4.11.16（5組）,Ｒ4.11.21（6組）
⑦ご近所ママのつどいin飯野（飯野公民
館）
　Ｒ4.12.8（5組），Ｒ4.12.13（3組）
⑧つながる子育てひろば～2歳児さんあつま
れ～（子育て応援館）
　Ｒ5.1.19（4組）,Ｒ5.1.26（2組）
⑨転入ママのつどい（牧田公民館）
　Ｒ5.2.20（5組）,Ｒ5.2.27（4組）
⑩プレママのつどい（保健センター，子育
て支援センターハーモニー）
　Ｒ5.3.10（3人），Ｒ5.3.17（3人，親子2
組）

参加者の交流を図る場として講座を開
催し，子育て支援に関する事業の情報
提供行うなど，子育て世帯への支援を
行いました。

Ａ 子ども政策課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子育て家庭を
支える相談・
情報提供の充
実

婦人相談事業
婦人相談員を配置し，相談活動を通じて，児童の心身の発
達に著しい影響を与える配偶者の暴力等について早期の発
見に努め，必要に応じて保護します。

婦人相談員１
名配置
緊急一時保護
世帯数　12世
帯

婦人相談員　２名配置
緊急一時保護世帯数　２世帯

被害者には暴力による精神的な影響が
継続する場合もあり，より一層相談体
制の強化及び相談技術の向上を図りま
す。

Ａ 子ども家庭支援課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子育て家庭を
支える相談・
情報提供の充
実

教育相談
発達，問題行動，しつけ等の子育てや家庭問題等につい
て，面接，電話等で保護者の相談を受け，解決に向けた支
援を行います。

相談・支援件
数　延べ
25,000件

相談・支援件数　25,828件

今後も保護者に対し，真摯に向き合い
相談を行います。特に他機関との連携
が必要なケースについては，関係機関
との連携を密にして支援ができるよう
に努めます。

Ａ 子ども家庭支援課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子育て家庭を
支える相談・
情報提供の充
実

臨床心理士に
よる相談，支
援

「すずっこスクエア」等において，児童や保護者に対して
適切な指導，助言を行います。

利用者数　延
べ400人

開所日数　84日
利用者数　延べ　379人

「すずっこスクエア」における支援，
相談の内容を保育所・学校等と情報共
有し，連携を充実させていきます。

Ｂ 子ども家庭支援課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子育て家庭を
支える相談・
情報提供の充
実

電話相談
乳幼児の成長，発達，子育てについて，また，年齢を問わ
ず心身の健康について電話での相談に保健師，栄養士等が
適切な助言を行います。

設定なし

乳幼児の成長・発達・子育てについて，ま
た小児に関する心身の健康について，保健
師・管理栄養士等が電話相談に応じた。相
談実績：2,153件

乳幼児の成長・発達・子育てについ
て，また年齢を問わず心身の健康につ
いて，電話での相談に保健師・管理栄
養士等が応じることが出来た。今後も
継続して取り組んでいく。

Ａ 健康づくり課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子育て家庭を
支える相談・
情報提供の充
実

ことばの相
談，こども発
達相談

言語発達，精神発達等，気になる子どもに対し，言語聴覚
士や臨床心理士による言語発達や精神発達面の観察を行
い，保護者と相談しながら対応します。

ことばの相談
60件
こども発達相
談　300件

ことばの相談実績：47件
こども発達相談実績：282件

言語や発達面について，観察を行い今
後の対応について保護者の相談に対応
できた。今後も必要なケースへ相談案
内を行う。

Ｂ 健康づくり課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子育て家庭を
支える相談・
情報提供の充
実

利用者支援事
業（母子保健
型）

妊娠届出の際の母子健康手帳の交付時に保健師等専門職が
個別面談を行い，妊産婦やその家族の孤立感や不安感の解
消などを図り，必要な方には支援プランを立案し，安全・
安心な出産，子育てへとつなげます。

個別面談
100％

妊娠届出時に顔の見える関係づくりとして
個別面談を全数実施し支援が必要な方には
支援プランを作成し関係機関と連携し継続
支援を実施した。

妊娠期から妊婦と顔の見える関係作り
が出来，要支援者には早期に支援を実
施することで安心安全な出産育児へと
つなげることが出来た。

Ａ 健康づくり課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子どもの貧困
に対する支援

子どもの貧困
対策事業
（2017（平成
29）年度か
ら）

現在実施されている子どもの貧困対策に関連する事業の連
携，情報共有，市民や関連団体への啓発，情報提供を行い
ます。

連携会議の開
催数３回

子どもの貧困対策連絡会議（未開催）
庁内関係課（学校教育課，教育支援課，健
康づくり課，保護課，健康福祉政策課，子
ども家庭支援課，子ども政策課）におい
て，子どもの貧困対策に関する取組み状況
や課題を共有し，効果的な事業実施に向け
た協議検討を行う。

令和６年度から実施する重層的支援及
び子ども家庭センターの取組について
整理し，庁内の各担当部署で情報共有
を図るとともに，地域の関連団体等に
対して各種支援事業の迅速な情報提供
に努めます。

Ｄ 子ども政策課

すべての子育
て家庭への支
援の充実

子どもの貧困
に対する支援

要保護及び準
要保護児童生
徒援助費補助
事業

経済的な理由により，就学が困難な小中学校の児童生徒の
保護者に対し，就学のため必要な経費を援助します。

援助費の適正
支給率100％

（学用品費・通学用品費・給食費等）
小学校　1,369人　76,689,656円
中学校　  756人　69,436,789円
（Ｒ5新入学児童生徒学用品費等）
小学校　　 85人　4,595,100円
中学校　　155人　9,300,000円
（医療費）
小学校　　201人　  534,610円
中学校　　 42人　  133,550円

必要とする保護者への支援として，今
後も継続して事業を実施する。

Ａ 学校教育課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

教育・学習に
よる子どもの
成長への支援

森と緑の生涯
学習事業

小学生を対象に，公民館において，森林学習，木工教室，
フィールドワーク等の学習を通じ森や自然を大切にする人
づくりを進めるために，森と緑の生涯学習講座を実施しま
す。

11館

新型コロナウイルス感染症の影響の残る
中，小学生の参加できる講座として14館が
取り組む内，13館が小学生を中心とし，親
子等が夏休み等の休暇を利用しながら，年3
回以上の森林について学ぶ講座を行い，木
工教室や木を使ったおもちゃ体験などを実
施した。参加者数は参加者・講師・ボラン
ティア併せて870人となり，昨年より38％の
増となった。

専門家による森や緑の重要性について
の講座を通して，今まで身近でなかっ
た分野の知識を得ることができた。ま
た，子どもとともに大人世代も感心を
持つことができ，今後，さらに知識を
広げるような講座に取り組むことが必
要である。

Ａ 地域協働課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

教育・学習に
よる子どもの
成長への支援

鈴鹿国際交流
協会補助事業

友好都市との青少年相互交流事業による中高生の国際理
解，多文化共生意識の向上や外国人児童の学習をサポート
する学習支援ボランティアの養成事業などによる外国人児
童生徒の成長に資する事業を実施する（公財）鈴鹿国際交
流協会に対し，財政的かつ人的な支援を実施します。

設定なし

新型コロナウイルス感染症拡大を考慮し，
前年度に引き続き，オンラインにより，ベ
ルフォンテン市との青少年相互交流事業を
実施しました。同事業には，両市の青少年
が参加し，国を超えた交流を深め，国際理
解・多文化共生の意識の醸成を図りまし
た。
加えて，市制80周年記念の際には，ベル
フォンテン市長が来日し，同市長と青少年
らの交流会を実施することで，取組を推進
しました。

感染症が世界中に拡大する中，オンラ
インを活用することで，友好都市との
青少年の交流を途絶えさせることな
く，継続することができました。オン
ラインによる開催となりましたが，訪
問による交流と同様に研修や準備を重
ね，限られた時間の中で交流が深めら
れるよう，工夫したメニュー内容によ
り参加者の満足度や経験値を得ること
ができたことは，大きな前進だと感じ
ます。
感染症に関する生活ルールが変化して
いく中で，今後のオフラインによる青
少年交流の実現に繋がる取組みができ
ました。

Ａ 市民対話課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

教育・学習に
よる子どもの
成長への支援

子ども読書活
動の推進

乳幼児，小学校児童を対象とした，読書推進につながるイ
ベントを開催します。

設定なし

・「たまごをさがせ」(江島分館)
　4/1(金)～4/30(土)参加者47人
・図書館探検クイズ(江島分館)
　7/21(木)～8/31(木)参加者117人
・こどもシアター(江島分館)
　8/17(水)　参加者計56人
・ブックビンゴに挑戦しよう！(本館・江島
分館)
　11/2(水)～12/5(月)参加者 計210人
・「第6回SusukaPOPコンテスト」
　12/5(月)～1/31(火)応募数53通
・「本の福袋」(本館・江島分館)
　1/5(木)～　貸出数 計56袋
・「黒ねこなんびき」(江島分館)
　2/1(水)～2/28(火)参加者78人
・おはなし会(本館)計40回　参加者444人
・おはなし会(江島分館)計11回　参加者166
名

新型コロナウイルス感染症の影響によ
り，例年夏休みなど長期休暇中に行う
イベントの一部を開催することができ
なかった。今後は感染症の状況に応じ
て，イベント内容も精査し，読書推進
に繋がるイベント開催を検討する。

Ｃ 図書館

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

教育・学習に
よる子どもの
成長への支援

公立幼稚園事
業

義務教育及びその後の教育の基礎を培い，幼児の健やかな
成長と心身の発達を助長するための幼児教育を行います。

設定なし
令和5年3月の園児数　計235人
・４歳児　103人
・５歳児　132人

令和５年度入所から２園で３年保育を
実施した。

Ｂ 子ども育成課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

教育・学習に
よる子どもの
成長への支援

国際理解教育
の推進

児童生徒の異文化への理解を深め，価値観の違いを尊重で
きる意識を醸成します。また，外国人とのコミュニケー
ション能力を高めるため，外国語教育や外国人との交流活
動の充実を図ります。

ALT（外国語
指導助手：
JETプログラ
ムによる）の
中学校への派
遣時間は年間
2350時間，
ALT（外国語
指導助手：地
域人材によ
る）の小学校
への派遣時間
は3～6年生の
各学級へ年間
35時間

ALT（外国語指導助手）を中学校へは年間延
べ1800時間派遣，小学校へは3～6年生の各
学級に年間35時間派遣し英語教育の充実を
図った。授業改善の推進に向けて，小中学
校英語教育担当者会及び市主催の研修講座
を３回開催した。小学校へ派遣している全
ALT（外国語指導助手）の授業を参観し，指
導助言を行った。

小中学校の外国語・外国語活動におい
て，一層充実した指導体制を構築して
いくために，ALT（外国語指導助手）と
連携した効果的な指導方法や，学習者
用デジタル教科書の効果的な活用等に
ついて担当者会や研修講座で発信して
いく。

Ｂ 教育指導課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

教育・学習に
よる子どもの
成長への支援

外部人材（夢
工房～達人に
学ぶ）の活用

学術・芸術・文化の専門家等，その道一筋に生きてこられ
た方々を幼稚園や学校に派遣し，子どもたちが夢と希望を
持ち，生き方を考えたり学んだりすることができる出前講
座を実施します。

出前講座の年
間実施回数
120回

公立幼稚園７園（10回），小学校17校（43
回），中学校10校（12回），校内不登校支
援教室（３回）で実施した出前講座の年間
実施回数68回

すずか夢工房登録講師による専門分野
の講義や実技などを通して，子どもた
ちの学びを深めることができた。

Ｂ 教育指導課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

教育・学習に
よる子どもの
成長への支援

人権教育研究
推進事業

市内中学校区ごとに「子ども人権フォーラムすずか」を開
催するとともに，市内中学生で構成する「子ども人権ネッ
トワ－ク」において，差別やいじめ等，人権問題に係る取
組を推進します。

「人の気持ち
がわかる人間
になりたい」
と答えた児童
生徒の割合
75.0％

・R1年度，「人の気持ちがわかる人間にな
りたい」と答えた児童生徒の割合は71.4%
だったが，R2年度は未実施の為不明。R3年
度は75.6％，R4年度は，73.3％であった。
・１０中学校区全てで，「子ども人権
フォーラムすずか」を開催し，児童生徒が
いじめや差別について討論や自校の実践発
表を行った。
・鈴鹿市人権教育センターで活動する「子
どもの人権ネットワーク」には，4中学校区
から生徒11名が参加。その成果を市内全中
学校に向けたいじめや差別根絶の啓発活動
として人権メッセージを作成し，「生徒会
研修会」で取組発表を行った。

「子ども人権フォーラムすずか」及び
「子どもの人権ネットワーク」へ参加
する児童生徒の人権意識が高まるよう
取組を充実させるとともに，引き続き
児童生徒が主体となって人権啓発に取
り組めるよう指導者の研修を充実させ
る必要がある。また，保護者や地域の
人権尊重の意識が高まるよう様々な人
権に関する取組を発信する必要があ
る。

Ｂ 教育支援課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

教育・学習に
よる子どもの
成長への支援

いじめ防止対
策推進事業

鈴鹿市いじめ防止基本方針に基づき，いじめの未然防止に
向けた啓発活動や児童会，生徒会等が主体となったいじめ
防止の取組を進めるとともに，関係機関等と連携した相談
体制の充実及び早期解決に取り組みます。

「いじめをや
めさせる行動
をとる」と答
えた児童生徒
の割合
80.0％

各小中学校で学期初めにいじめアンケート
を実施した。：合計年間3回
令和4年度4月，11月に「いじめ防止強化月
間」としてピンクシャツ運動など，いじめ
防止のための取組を行った。児童生徒が主
体となる取組を行った学校の割合：95％
「いじめをやめさせる行動をとる」と答え
た児童生徒の割合：88％

各小中学校において，4月,11月の「い
じめ防止強化月間」の取組が定着して
きました。
小中学校生徒指導担当者会で，いじめ
防止に関する研修会を実施し，各学校
の実践発表や取組を共有し，教員の指
導力向上を図る。また，児童・生徒自
身が主体となったいじめ防止のための
取組を更に推進していく。

Ｂ 教育支援課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

地域における
交流等の充実

公民館におけ
る子育て支援
事業

小学校就学前児童及び小学生や保護者を対象に，子育てに
ついて学びあう場と交流の場を提供することで，保護者の
子育てを支援します。

30館280講座

新型コロナウイルスによる制限が緩和され
つつある中，徐々に講座の範囲を広げ夏休
み，冬休みの講座や，子ども，保護者を含
めた事業を行った結果，29館358講座4,704
人の参加があった。

地域づくり協議会の各部と連携・協力
して次世代を担う子供を地域で育てる
ことが大切であり，そのために多世代
が参加するような企画が必要である。
また，1講座当たりの参加者数は主催者
側，参加者側ともコロナで控えている
ため，多世代が参加するようなイベン
トとともに参加者数を増やす企画が必
要である。

Ａ 地域協働課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

地域における
交流等の充実

児童センター
管理運営事業

児童に遊びの場を提供し，健全な遊びを指導することによ
り心身の健全な発育（健康の増進，情操を豊かにする）を
支援します。また，児童同士の遊びの中での人間関係の経
験を支援することで人権意識の増進を図ります。

児童センター
が主催する各
種行事・教室
の回数
年間45回

令和４年度各種行事・教室開催回数（主
催）
一ノ宮団地児童センター　84回
玉垣児童センター　　 　 37回
合計　　　　　 　　　　121回

　令和４年度は感染症対策を行いなが
ら目標以上の各種行事を行うことがで
きた。
　令和５年度より地域子育て支援拠点
事業を開始するため，乳幼児とその保
護者を対象とした講座に力を入れてい
く。

Ａ 人権政策課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

地域における
交流等の充実

放課後子ども
教室運営事業

放課後や土曜日に公民館や小学校等を利用し，子どもたち
の安全安心な居場所を設け，地域住民の参画を得ながら，
地域社会の中で健やかに育まれる環境づくりを推進しま
す。

９教室

新型コロナウイルスの感染対策（検温・手
指消毒・換気）を徹底し，清和，郡山，白
子，井田川，河曲，鼓ヶ浦の6小学校区の公
民館運営委員会等に委託し，放課後子ども
教室及び土曜体験学習を開校することがで
きた。各教室のコーディネーター・サポー
ターを対象とした資質向上のための研修会
を開催し，簡単工作体験や各教室間の情報
交換を行った。

他地区での放課後子ども教室の開設に
向けては，今後も引き続き，地域や小
学校と連携して，新規教室の開設に努
める。

Ｂ 文化振興課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

地域における
交流等の充実

鈴鹿ジュニア
リーダー会へ
の補助事業

鈴鹿ジュニアリーダー会が行う，小中学生を対象にした
ジュニアリーダー養成講習会等の活動費を補助します。

設定なし

鈴鹿ジュニアリーダー会の活動に対する補
助を行うとともに，小中学生を対象にした
新期研修会を開催し，会員を募集・養成し
ている。

市内の子ども会活動の指導や支援を目
的とした団体で，その趣旨に賛同する
小中学生を対象に新期研修会を開催
し，ジュニアリーダーの養成を図る。
今後も引き続き，ジュニアリーダー会
の活動の周知を図り，会員の育成を支
援する。

Ｂ 文化振興課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

地域における
交流等の充実

小中学生全国
大会等出場激
励金交付事業

各種スポーツ大会において，国際大会及び全国大会に出場
する児童・生徒に，激励金を交付します。

交付対象者数
210人

全国大会等に出場する小・中学生に激励金
を交付。≪交付対象者数≫205名

昨年度までの新型コロナウイルス感染
防止により中止されていたいた大会も
概ね再開し，交付対象者は増加してい
る。今後もジュニア世代の育成のた
め，制度の周知を図り，全国大会へ出
場する選手を支援していく。

Ｂ スポーツ課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

地域における
交流等の充実

各種ジュニア
スポーツ大会
の開催

各競技ジュニアスポーツ大会等を開催し，相互の親睦，交
歓と技術向上を図るとともに，青少年の健全育成を図りま
す。

参加者数
3,000人

7つの大会開催を各競技団体に委託して実
施。≪参加者数≫1,395名

引き続き，競技力向上及び青少年健全
育成のため，各競技団体と連携し，大
会を開催していく。

Ｂ スポーツ課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

地域における
交流等の充実

保育所地域活
動

老人福祉施設訪問等の世代間交流事業や地域における異年
齢児交流等を実施します。

各保育所において実施（1園未実施）
・63回（公立９園/年）

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め，老人福祉施設訪問については，見
合わせたが，各保育所の保育目標，事
業計画によりできる範囲で実施した。
今後も新型コロナウイルス感染症等の
感染症対策を講じながら，事業を継続
実施できるように努める。

Ｂ 子ども育成課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

地域における
交流等の充実

コミュニ
ティ・スクー
ル推進事業

公立小中学校の学校運営協議会での協議を生かした特色あ
る学校づくりを進め，保護者や地域住民の教育活動への参
加を促進し，地域ぐるみで子どもの教育の充実を図りま
す。

各学校に地域コーディネーターを配置し，
学校支援ボランティアの募集や支援活動の
計画，割り振りなどを行い，ボランティア
活動の推進に努める。また，学校運営協議
会でも保護者や地域住民の教育活動への参
加方法などについて，話し合いを持った。
令和4年度の学校支援ボランティアの登録人
数：4,282人

コミュニティ・スクール推進コーディ
ネーターの学校への派遣を継続し，
「協働型」の取組の充実を図る。ま
た，文部科学省コミュニティ・スクー
ル推進員等を活用した研修会を開催し
ていく。

Ｂ 教育支援課

年1回以上
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

地域における
交流等の充実

都市公園整備
事業

都市公園が市民にとって安全で快適な憩いの場となるよ
う，公園施設の新設，改良を実施します。

更新公園数
50か所

更新公園数
施設新設・更新公園　N=24箇所
施設改良公園　　　　N=21箇所
計　　　　　　　　　　45箇所

　目標事業量に対する施設の更新およ
び改良数は概ね達成されているが，こ
れは公園施設長寿命化計画の数値では
なく，施設の使用頻度の違いにより，
早急に更新・改良を実施しなければな
らないものへの対応も含まれている。
限られた予算内で長寿命化計画に則
り，事業の推進を行っているが，計画
通り遂行できていない現状を踏まえ，
施設更新・改良の優先順位等を考慮
し，今後の更新計画を新たに見直す必
要がある。

Ｂ 市街地整備課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

地域における
交流等の充実

チャレンジ１
４（職場体験
学習）の推進

地元企業，事業所，商工会議所，青年会議所等の協力を得
て，中学生による職場体験学習を実施します。「おしごと
先生」等地域と共働したキャリア教育を推進します。

市内10中学校
で中学２年生
対象に実施

市内10校中５校が職場体験学習を行った。
他の５校は体験学習を行うことはできな
かったが，オンラインやロータリークラブ
における出前講座等を活用し，キャリア教
育を行った。

新型コロナウィルス感染症の影響によ
り，３年ぶりの開催となったが，全校
実施することができなかった。実施に
当たり課題が明確になったことから，
実施方法について各校と相談をした上
で進めていく必要がある。また，ロー
タリークラブや商工会議所主催のキャ
リア教育等の周知を徹底する。

Ｂ 教育指導課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

子ども自身の
声を聞く相談
の充実

子どもと親の
居場所づくり
事業

子どもと子どもに関する悩みを抱える子育て家庭の支援の
場である「子どもと親の居場所」（ほ～むベース）を確保
することにより，子育てに関する相談，支援や情報提供を
行います。

利用者数　延
べ450人

支援日数　２１８日
利用者数　児　童　３４２人
　　　　　保護者　　６５人
　　　　　その他　　３５人
　　　　　合計　　４４２人

「ほ～むベース」における支援，相談
の内容を学校等と情報共有し，連携の
充実を図ります。

Ｂ 子ども家庭支援課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

子ども自身の
声を聞く相談
の充実

不登校対策推
進事業

適応指導教室（けやき教室，さつき教室）での居場所づく
りや，小中学校に派遣するスクールライフサポーター，不
登校対策教育支援員による不登校児童生徒への支援に取り
組みます。

不登校となっ
ている児童生
徒の割合
1.20％

鈴鹿市内小中学校のうち，令和3年度の不登
校児童生徒の割合は，小中学校全体で
2.21％であったが，令和4年度は2.92％と
なった。
また，市の適応指導教室への通室生は，令
和3年度は延べ42名が通室した。
令和4年度の適応指導教室への通室生は52名
であり，通室生は前年度比10名増加した。
また，令和4年度は，スクールライフサポー
ターを小学校21校に，不登校対策教育支援
員を中学校5校に配置した。

今後も引き続き，不登校児童生徒をア
セスメントし関係機関につなげたり，
けやき教室・さつき教室等の居場所に
つなげていく必要がある。
令和3年度，適応指導教室通室生42名の
うち，学校復帰もしくは部分復帰でき
た児童生徒は21人であった。
令和4年度，適応指導教室通室生52名の
うち，学校復帰もしくは部分復帰でき
た児童生徒は19人であった。
令和5年度はスクールライフサポーター
を21校に，不登校対策教育支援員を8校
に配置し，不登校対策を推進する。

Ｂ 教育支援課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

児童虐待防止
対策の充実

児童虐待防止
対策事業

児童虐待防止対策の強化のため，児童虐待の疑いと通報を
受けた場合は，速やかに児童相談所へ通告を行うととも
に，園や学校，児童福祉施設等の職員の協力を得て，その
児童の安全確認を行います。また，児童虐待防止に関する
周知，啓発活動を行います。

相談，通告の
内容に応じて
適宜対応を行
う

相談・通告の内容に応じて，児童相談所や
各関係機関との連携を図り迅速な対応を行
いました。また，周知・啓発についても適
宜行いました。

保育所（園）や小学校等からの通告も
多く，今後も継続して連携強化に努め
ます。

Ａ 子ども家庭支援課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

児童虐待防止
対策の充実

里親制度の普
及・啓発

児童虐待等により家庭での養育が不適切と判断された児童
を里親となる家庭に迎え入れ，愛情とまごころをこめて養
育する里親制度の普及，啓発を図ります。

必要に応じて
広報等により
啓発を行う

里親説明会の開催，チラシの配布，ポス
ター掲示等，適宜周知を行いました。

里親がいない中学校区もあることか
ら，今後も三重県の里親啓発事業と連
携して普及，啓発を図ります。

Ａ 子ども家庭支援課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

児童虐待防止
対策の充実

鈴鹿市要保護
児童等・DV対
策地域協議会

児童虐待等の要保護児童や配偶者等からの暴力（DV）問題
に対して，医療，福祉，保健，教育等の関係機関が連携し
て，早期発見や未然防止等の円滑な推進を図るため，「要
保護児童等・DV 対策地域協議会」を開催します。

開催数:5回
代表者会議：
2回
実務者会議：
3回

代表者会議　開催数：２回
実務者会議　開催数：３回

協議会を基軸とした各関係機関との連
携により，児童虐待，DVの早期発見，
早期対応につながる事例が増えてい
る。今後も協議会をより活性化させて
いきます。

Ａ 子ども家庭支援課

子どもの健や
かな成長に向
けた支援の充
実

児童虐待防止
対策の充実

養育支援家庭
訪問事業

児童虐待の未然防止や諸問題の解決を図るため，養育支援
が特に必要とされた家庭への支援等を実施します。

訪問件数　延
べ671人

虐待に至る可能性の高い家庭を訪問し，子
育てに関する相談，養育支援訪問数
　延べ７７６人

精神的に不安定な保護者も多く，養育
に不安を抱える家庭があることから，
今後も継続して事業を実施していく。

Ａ 子ども家庭支援課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

５歳児健診
（集団適応健
診）事業
（2018（平成
30）年度か
ら）

全ての満５歳児を対象に健診を実施し，就学前から発達に
課題を抱える児童の早期発見，早期支援をすることで，ス
ムーズな就学につなげます。

受診率９５％
・受診児童数　１，４５５人
・受診率　　　　９８．６％

健診業務だけでなく，健診後のフォ
ローを充実させていくため，園・学
校・児童発達支援事業所等，関係機関
との連携強化に努め，すずっこスクエ
アを活用し，子育てに悩みや心配のあ
る保護者に対して，心理士，教員，保
育士，保健師が相談を行っていきま
す。

Ａ 子ども家庭支援課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

母子・父子健
康手帳の交付

母子の健やかな成長を支援するため，妊娠届出のあった方
に母子健康手帳を交付します。同時に希望者に父子健康手
帳を交付し父親の育児参加や，父性の意識の高揚に努めま
す。

母子健康手
帳：設定なし
父子健康手
帳：700冊

母子健康手帳交付実績：1375件
父子健康手帳交付実績：968件

母子・父子健康手帳を交付すること
で，母子のすこやかな成長を支援出来
た，また父親としての心構えや夫婦で
の育児参加の醸成が出来た。

Ａ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

妊産婦・乳幼
児訪問指導

訪問を希望される方に対し保健師が訪問し，健康，育児に
関する相談を行うことにより，不安の軽減を図ります。ま
た，妊産婦・乳幼児の健診，相談の事後フォローを行いま
す。

設定なし

訪問実績：711件
（内訳：幼児429件，乳児195件，未熟児50
件，妊婦4件，産婦21件）
(新生児訪問，乳児家庭全戸訪問，養育支援
訪問を除く)

訪問にて，母子の健康・育児の相談を
実施し，健康状態の把握及び必要時指
導や情報提供を行うことで，不安の解
消や育児支援が出来た。

Ａ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

すくすく広場
保健師や栄養士，助産師による育児や栄養，授乳の相談を
行い育児不安の解消と子育て支援を行います。消防士と連
携し救急予防の講座も開きます。

のべ1,000人

月１回予約不要の相談，計測の場として，
保健師による育児相談，栄養士による栄養
相談，助産師によるおっぱい相談を実施し
た。参加実績：延べ1,087人

来所人数は増加し，育児不安の解消と
子育て支援の場として役立った。新型
コロナウイルス感染症予防のため消防
士の救急講座は現在は中止している。

Ａ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

健康教育

公民館主催の乳幼児学級や子育てサロン等の依頼に応じた
り，また，保健センターではすくすくファミリー教室とし
て妊娠，出産，育児についての正しい知識の普及と育児不
安の軽減をはかり，仲間作りを支援します。

依頼に対応

公民館主催の乳幼児学級や育児サロン等の
依頼に応じ，子供の健康や子育てについて
の講話やグループワーク等を行い知識の普
及に努めた。開催実績：38回，参加人数375
人

公民館主催の乳幼児学級や，育児サロ
ン等の依頼に応じ，子供の健康や子育
てについて，時節にあった話題提供し
知識の普及に努めることが出来た。新
型コロナウイルス感染症予防のため休
止していた催しの再開に伴い，依頼件
数が増加した。

Ａ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

歯と口の健康
週間事業

歯と口の健康週間にちなみ，歯科医師会と共催し，歯の無
料健診，相談，親と子のよい歯のコンクールを実施するこ
とにより，虫歯予防と，歯の健康についての意識の高揚に
努めます。

年１回
歯と口の健康週間事業については歯科医師
会と協議し新型コロナウイルス感染拡大の
ため中止となる。

新型コロナウイルス感染症予防のため
には中止もやむを得ないが，次年度の
開催に向けて準備・調整を行う。

Ｄ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

妊婦一般健康
診査，歯科健
康診査

妊娠中に 14 回まで医療機関，助産所において健康診査を
公費負担で行い，必要な支援を行います。また，妊娠中に
１回歯科健康診査を歯科医療機関にて行い必要な支援を実
施します。

妊婦一般健康
診査16,715
人，歯科健康
診査550人

妊婦一般健康診査について、妊娠中14回ま
で医療機関等での健診の費用助成を実施し
た。
歯科健康診査については１妊婦中に１回分
の費用助成を実施した。
実績：妊婦一般健康診査16,085人、妊婦歯
科健康診査504人

妊婦健康診査については妊娠中の健康
診査を促すため，妊娠中14回まで医療
機関等での健診の費用助成を実施し，
歯科健康診査については妊娠中に１回
の分の費用助成を実施することで妊婦
と胎児の健康を支援することができ
た。受診率向上のため、受診勧奨を今
後も継続していく。

Ａ 健康づくり課

12



資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

ぺリネイタル
ビジット（出
産前後小児保
健指導事業）

妊産婦のもつ育児不安の解消のため，産婦人科医と小児科
医の連携のもと，小児科医から育児に関する保健指導を受
ける機会を提供します。

10件

出産前後の妊産婦の育児不安を解消するた
め，育児に不安のある妊産婦に対して産婦
人科医から小児科医への紹介を行い，小児
科医による保健指導を実施。実績：2件

かかりつけ医を持つことや，妊娠，出
産後の育児不安解消の一助となった。
今後も妊娠届出等で更なる啓発を行い
医療機関との連携を継続していく。

Ｂ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

乳幼児健康診
査，未受診者
対策

乳児期（４か月，10 か月），１歳６か月，３歳時に健康診
査を公費負担で行い，発育や発達の確認や必要な支援を行
います。未受診者には受診勧奨を行い対象者の全数把握に
努めます。

状況把握率
100％

 未受診者への受診勧奨を実施。子ども家庭
支援課等とも連携し電話や訪問等で対応を
行った。

未受診者には様々な背景が複合的にあ
ることがあり（新型コロナウイルス感
染予防も含む），今後も子ども家庭支
援課等と密に連携し支援を継続する。

Ａ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

母子保健地域
推進員活動

母子保健制度の普及，１歳６か月児健康診査未受診者の受
診勧奨，行政とのパイプ役としての活動を通じ，市民の身
近な相談役として，子育てを支援します。

活動のべ人数
3,000人～
4,000人を維
持する。

主任児童委員が母子保健地域推進員とし
て，すくすく広場の相談事業や子育てサロ
ンの開催等の事業を通じ，行政とのパイプ
役を担っているが，コロナ禍で全体的に活
動が減少傾向であった。活動延べ人数
3196人

今後も，行政とのパイプ役としての活
動を通じて，子育ての身近な相談役で
ある母子保健地域推進員と連携しなが
ら，子育て支援を実施していく。

Ａ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

予防接種
予防接種法に基づく定期接種を個別接種で実施し，疾病の
まん延予防を図ります。また，おたふくかぜワクチン任意
接種費用の一部を助成します。

定期接種率
85％以上

広報，ホームページ，医療機関でのポス
ター掲示等により，全体への周知を図っ
た。また，対象者や未接種者の一部には，
個別接種勧奨を実施。85％以上の接種率を
維持することができた。

【地域医療推進課】
予防接種を取り巻く社会情勢や接種率
の推移等に留意し，きめ細やかな啓発
活動を実施していく。

Ｂ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

産婦健康診
査，産後ケア
事業（2017
（平成29）年
度から）

産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため産後２
週間，１か月で健康診査を実施します。また，産後の母の
体調を整え，育児の不安を解消することを目的に産後ケア
事業を行います。

産後ケア20件

産後ケア事業は，医療機関（助産所を含
む）との連携を図り，産後ケアの必要な方
に早期に介入し利用を勧めた。産婦健康診
査2465件（うち県外122件），産後ケア76件

産後ケア事業について，利用希望者が
増えており利用件数が3倍以上に増加し
た。今後も，利用者目線に立ち事業を
遂行していく。

Ａ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

健康な子育て
への支援

産前・産後サ
ポート事業
（2017（平成
29）年度か
ら）

妊娠，出産，子育てに関する悩み等に対し，助産師や子育
て経験者等が不安や悩みを傾聴し，地域の母親同士の仲間
づくりを促し，妊産婦が家庭や地域における孤立感を軽減
し，安心して妊娠期を過ごし，育児に臨めるようサポート
します。

実施回数16回

助産師会に委託し，プレパパママ教室や沐
浴教室等実施し妊婦の孤立化予防，知識の
享受仲間つくりの場の提供を実施。実績：
16回，323人参加。直営の若年妊婦対象マタ
ニティ教室は対象者が参加しやすいよう対
象者を本人のみから本人とパートナー，家
族等に拡大した。直営では若年妊婦教室を
実施。実績：2回，5人参加。

委託分はパートナーも参加しやすいよ
う日曜日の開催日を設けておりアン
ケート結果からみても満足度の高い教
室となった。直営の若年妊婦対象マタ
ニティ教室は，パートナーや実母など
支援者と参加することで，参加のハー
ドルが下がり，ともに協力し出産育児
に備える意識を持っていただく機会と
なるため，今後も対象者拡大を継続す
る。

Ａ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

子どもの健康
のための支援

鈴鹿市応急診
療所

平時から，夜間，休日に対応できる医療体制を周知すると
ともに，休日及び夜間の急な疾病について，応急診療を実
施します（土，休日，年末年始の夜間は小児科医師，内科
医師による診療）。

啓発回数
２回

リーフレットを用いて救急医療体制や，家
庭でできる応急手当の方法を出前講座にて
説明。

【地域医療推進課】
昨年度は，新型コロナウイルス感染拡
大の影響を受けて啓発の機会が減少し
たが，「かかりつけ医」での早期受診
を啓発し，一次救急体制の維持に努め
る。

Ｂ 健康づくり課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

親と子の健康
づくりの推進

子どもの健康
のための支援

乳児家庭全戸
訪問事業，新
生児訪問指導

生後４か月までの乳児のいる全家庭を訪問員（主任児童委
員，保健師，看護師，助産師等）が訪問し，育児に関する
情報を提供し，育児相談を受けるとともに育児環境を整え
ます。

乳児家庭全戸
訪問：1295
件、新生児訪
問90件

訪問実績：乳児家庭全戸訪問　1271件、
うち新生児訪問　92件

乳児家庭全戸訪問：感染予防対策を講
じた上で訪問のスタイルを変え，訪問
を実施した。感染の心配がある方に
は，電話での対応も実施した。今後も
孤立化予防に努め，養育者に寄り添い
ながら，訪問を実施していく。
新生児訪問：要支援ケースの支援の切
り口として、積極的に新生児訪問の勧
奨を実施した。今後も出産後速やかに
適切な支援ができるよう事業継続す
る。

Ａ 健康づくり課

親と子の健康
づくりの推進

子どもの健康
のための支援

幼児健康診査
事後フォロー
教室

幼児健康診査後，子どもの発達で支援の必要な方や育児不
安の強い方等を対象に，親子での遊びを通して子どもの成
長を見守り，保護者の不安が軽減できるよう支援します。
必要時，適切な機関へ途切れなく引継ぎしていきます。

参加組数
290組

年齢別に３教室を月１回，遊びや相談を通
して，子どもの関わり方や成長，発達の見
守り，保護者支援を実施した。
参加実績：３６回実施，延べ２６５組

専門職が保護者の不安に対応したり，
必要時療育機関等へつなげるため，今
後も保護者に寄り添い，支援を実施す
る。就園時には，子ども家庭支援課や
就園先等と支援会議を行い，途切れな
い支援を行うことができた。

Ａ 健康づくり課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

安全・安心な
子育て環境づ
くり

防災啓発推進
事業

小中学生に対して，災害から命を守るための防災啓発を実
施します。

設定なし
庁舎見学：25件，避難訓練：1件，出前授
業：18件，社会見学：3件

小学校への出前授業や庁舎見学等によ
り小中学生に対して防災啓発を実施し
た。今後も継続的に取り組んでいく。

Ａ 防災危機管理課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

安全・安心な
子育て環境づ
くり

自主防犯団体
の拡充

地域住民が主体となる自主防犯団体の拡充を図り，地域ぐ
るみで子どもの安全・安心を守る地域づくりを進めます。

設定なし
警察署等，関係機関・団体と連携し，新規
防犯団体の結成促進や既存団体の把握に取
り組みました。

新規の団体設立には至りませんでした
が，地域団体への支援を行うなど引き
続き取り組んで行きます。

Ｃ 交通防犯課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

安全・安心な
子育て環境づ
くり

子どもを守る
家活動補助事
業

鈴鹿市 PTA 連合会が実施している「子どもを守る家」活動
に関し，地域の登録者に対し，災害見舞金保険料相当額の
補助を行います。

設定なし
令和４年度の子どもを守る家登録件数：
2,579件

「子どもをまもる家」の活動は，子ど
もたちの安全で安心できる環境づくり
として，各学校のPTAや学校運営協議会
等を通じて，協力者を増やしていく。

Ｂ 教育支援課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

安全・安心な
子育て環境づ
くり

安全安心ネッ
トワーク推進
事業

登下校時の青色回転灯パトロールや各学校パトロール隊に
よる見守り活動，防犯ホイッスルの配布，不審者等に対応
する力を培う防犯教室の実施等による「自分の命は自分で
守る力」の育成を図る等，安全・安心対策に取り組みま
す。

パトロール隊
活動への参加
人数
5,000人

令和４年度パトロール活動への参加人数：
3,458人
幼稚園児（５歳児）と小学１年生に防犯ホ
イッスルを配付
幼稚園・小学校における，鈴鹿警察と連携
した防犯教室の実施回数：１１回

各学校の協力のもと，登下校時や不審
者発生時に見守り活動を行うことがで
きた。今後も，学校運営協議会におい
てボランティアの拡充について協議
し，安全安心ボランティアの増加を
図っていく。

Ｂ 教育支援課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

安全・安心な
子育て環境づ
くり

健全育成事業

各小中学校で万引き防止教室，スマホ等の正しい使い方教
室，薬物乱用防止教室等や街頭補導活動による「愛の一
声」運動を実施し，児童生徒の有害環境から身を守る資質
や態度を育成します。

非行防止教室
実施小中学校
数
40校

小中学校のべ７９校において，非行防止教
室を実施

内訳
万引き防止教室：７校
情報モラル教室：３４校
薬物乱用防止教室：３８校

各学校において，万引き防止，情報モ
ラル，薬物乱用防止における非行防止
教室を教育支援課や他の関係機関から
講師を招くなど，学校の現状に合わせ
て，随時開催している。今後も各関係
機関や教育委員会事務局による健全育
成に係る出前講座を実施していく。

Ｂ 教育支援課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

地域における
子育て支援の
充実

学官連携協議
会議

地域の活性化と教育・文化の振興のため，市内の高等教育
機関（鈴鹿医療科学大学，鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学
部，鈴鹿工業高等専門学校）と市で構成する学官連携協議
会議を開催します。

市内各高等教
育機関との学
官連携協議会
議開催回数３
回

市内各高等教育機関との学官連携協議会議
を各校１回ずつ，計３回開催し，計１５件
の議題について協議を行った。

子育て施策の拡充や子育て支援を担う
人材育成を図るため，子育て支援に関
する相互協力について協議を行った。
協議後は，双方が取り組む子育て支援
事業に参加し合うとともに，子育て応
援サイト「きら鈴」で情報周知を行う
など，協力・連携が進んでいる。

Ａ 総合政策課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

地域における
子育て支援の
充実

市民活動支援
事業

子育て支援等に関わる団体も含めた市民活動団体の活動紹
介や関連イベントのお知らせ等，情報発信の支援を行いま
す。

設定なし

・市民活動団体等の情報を発信する「すず
か市民活動情報広場」を運営し，活動の紹
介や関連イベントのお知らせを行った。
・市民活動団体等の活動内容をより多くの
方に知ってもらうため，「市民活動団体紹
介パネル展」を開催した。
・子育て支援等に関する団体も含めた市民
活動団体等の活動の活性化を応援する目的
で，鈴鹿市まちづくり応援補助金制度を
行った。

今後もより積極的な情報発信の支援を
行うことが必要である。

Ａ 地域協働課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

地域における
子育て支援の
充実

子育てサーク
ル・NPO 等へ
の支援

子育てサークルや子育て支援事業を行う NPO 等の活動を支
援します。

設定なし

子育てサークル・NPO 等が利用しやすいよ
う，安価な金額で研修室等や印刷機を提供
し，こどもの部屋を無料開放しています。
また，男女共同参画登録団体26のうち，子
育てに関する団体は７あり，登録団体には
優先的な部屋の予約や希望団体へのロッ
カーの貸出，情報コーナーにおいての活動
紹介や事業案内チラシ等の配置を行いまし
た。
様々な団体が充実した活動を行えるよう，
経年劣化してきていたプロジェクターを新
しく購入し，様々なデバイスの使用に慣れ
ていない団体については，ジェフリーすず
かスタッフによるサポートを実施しまし
た。
団体間の情報交換を行うため年３回登録団
体会議を実施しました。また，3年ぶりの対
面開催となった団体との協働による「ジェ
フリーふぇすた2022」では，登録団体活動
報告を周知しました。

今後も，様々な市民活動や幅広い年代
の方にご利用いただけるよう，イン
ターネットを活用しながら男女共同参
画センターを周知します。引き続き，
利用者の声を受け止め，魅力ある施設
を目指します。

Ａ 男女共同参画課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

地域における
子育て支援の
充実

地域子育て支
援拠点事業

地域子育て支援拠点事業施設において，子育て不安に対す
る相談，助言や子育てサークルへの支援等，在宅の子育て
家庭に対する育児支援を行います。

110,000人
（12か所）

地域子育て支援拠点事業
（直営２か所，委託７か所）
・利用数　58,198人

子育てへの負担感の緩和を図り，地域
の子育て支援機能の充実を図ります。

Ａ 子ども政策課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

地域における
子育て支援の
充実

子育て援助活
動支援事業
（ファミ
リー・サポー
ト・センター
事業）

育児の支援を受けたい人と行いたい人を会員とするファミ
リー・サポート・センターにより，保育所（園）等までの
送迎，保育所（園）閉所後の一時的な預かり等，育児につ
いての助け合いを行います。

3,341人

ファミリー・サポートセンター活動件数
3,442件
・総会員数 計1,104人（Ｒ５.３.31現在）
　依頼会員 864人
　提供会員 191人
　両方会員 49人

様々なニーズに対応できるよう，今後
も提供会員を増やしていきます。

Ａ 子ども政策課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

地域における
子育て支援の
充実

市民，地域団
体との連携の
促進

子育て支援に関する調査，研究及び事業の推進に当たり，
様々な機会をとらえて，市民や地域活動団体との連携を図
ります。

関係者等での
意見交換会３
回

地域の団体と連携し，子ども食堂の取り組
みに対して意見交換等を行い，次年度以降
の開所に繋げた。
①Ｒ４.５.23　②Ｒ４.７.７　③Ｒ
４.10.11　④Ｒ４.12.22　⑤Ｒ５.３.16

子どもの居場所づくりを目的に，地域
で活動する子育て支援団体等との関係
づくりに努めます。

Ａ 子ども政策課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

地域における
子育て支援の
充実

園庭開放（保
育所・園）

保育所（園）の園庭を開放し，保育所（園）の子どもと地
域のこどもがふれあいながら遊び，また保護者間の交流を
図ります。

週１回以上

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，
園庭開放は中止し，遊ぼうデーも６園の実
施となった。
・16回，親子303人（公立6園/年）

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め，取組実績の回数は少なくなった。
在宅で子育てをしている保護者にとっ
ては子育てについて相談でき，子ども
にとっても同年代の子どもとふれあう
機会となり，家庭支援の役割を果たす
場となるので，事業回数の拡大も含
め，実施方法を工夫しながら，実施し
ていく。

Ｂ 子ども育成課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

地域における
子育て支援の
充実

児童委員・主
任児童委員活
動支援

担当区域内の児童，妊産婦及びその家族等が抱える諸問題
について相談に応じ，問題に応じて利用できる制度，施
設，サービス等について助言し，問題の解決に努めます。

・民生委員・
児童委員役員
会への支援
年12回
・主任児童委
員部会への支
援
年12回

民生委員・児童委員が開催する役員会（年
13回），主任児童委員が開催する部会（年
12回）の運営補佐を行った。また，健康づ
くり課（保健師）や子ども家庭支援課等の
関係課からの情報共有や問題点の解決にあ
たった。

関係課から，鈴鹿市の子ども，児童を
とりまくの現状と対応等の説明を受け
ることにより，より的確な判断能力を
身に付け，問題解決にあたれた。ま
た，関係課との協力体制を維持し，円
滑に事業を遂行している。複数の地区
で構成されている学校区の子供たちに
係る情報共有のあり方について委員同
士で協議を行い，関係強化を図ること
ができた。

Ａ 健康福祉政策課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

仕事と生活の
調和の実現

特定事業主行
動計画の推進

次世代育成支援対策推進法に基づき，職員のニーズを反映
した「仕事と子育ての両立支援」や「働き方の見直し」等
の行動計画を策定し，職場環境の整備を推進します。

○女性職員の
育児休業取得
率100％を維
持する。○男
性職員の育児
休業取得者を
20人にする。
○出産補助休
暇取得率90％
以上を達成
し，維持す
る。○育児参
加休暇取得率
70％以上を達
成し，維持す
る。○年次有
給休暇の年間
平均取得日数
を15日以上に
する。

○「第２次鈴鹿市特定事業主行動計画【後
期計画】」の策定主体である各任命権者の
関係部署で構成する推進委員会を開催し，
計画の進捗状況と今後の取組について協議
した（令和４年７月５日）。○子育て支援
週間（令和４年７月21日～27日）を創設
し，子育て支援に関する集中的な啓発を
行った。○休暇申請ハンドブック，育児・
介護のための両立支援ハンドブックを適宜
更新するとともに，利用可能な職員には直
接案内を行うなど，休暇制度の周知及び利
用促進を図った。※令和４年度における目
標事業量の取組実績については，2023年７
月に開催予定の推進委員会後にＨＰにて公
表予定。

○引き続き，第２次鈴鹿市特定事業主
行動計画【後期計画】に則り，次世代
育成支援対策に係る各種取組を実施し
ていく。○子育て支援週間を中心に，
全職員に対して休暇制度等の趣旨を周
知するとともに，取得しやすい体制づ
くりを目指す。

Ｂ 人事課
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資料２

基本目標 施策目標 事業名 事業概要
令和4年度目
標事業量

令和4年度における具体的な取組実績
取組に対する評価

（課題，今後の改善点等）
自己評価 所管課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

仕事と生活の
調和の実現

男女共同参画
推進事業

男女が共に仕事と家庭の両立ができるよう，鈴鹿市男女共
同参画基本計画に基づき，市民や企業に対して各種講座や
講演会，イベント等による啓発に取り組みます。

設定なし

男女を問わず理工系への関心を持ってもら
う機会として，当センター主催で「理工
チャレンジ（リコチャレ）」を実施しまし
た。次世代を担う理工系女性の裾野を拡大
することを目的に，楽しみながら学べるプ
ログラムを開催しました。
民学官連携で行うSUZUKA女性活躍推進連携
会議では，関連事業として「SUZUKA女性活
躍推進フォーラム」を実施し，女性起業
家・市内学生・鈴鹿商工会議所・市長にて
座談会を行い，幅広い世代に向け啓発しま
した。
また，普段の生活を送る中で万が一災害が
起こった時を想定し，いざという時に様々
な世代の男女がともに協力できるよう，防
災の視点を取り入れた市民向け講座を行い
ました。

講演会やイベントを行い，参加いただ
いた皆様から「学びが多かった」「新
たな視点を得た」等のお声をいただき
好評でした。
また，ホームページ，ＳＮＳ等での啓
発及び情報発信に取り組むことができ
ました。
公民館等への出前講座の男性向け料理
教室等については，新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため，実施できませ
んでしたが，次年度の事業再開を目指
します。

Ａ 男女共同参画課

安心して子育
てができる地
域環境づくり
の推進

仕事と生活の
調和の実現

育児休業制度
等の普及・啓
発

市民や市内に本社をもつ事業者に対し，広報活動を通じ
て，育児休業制度の趣旨理解と制度普及を促進します。

年1回以上の
広報への掲載

育児休業制度など，働き方改革を促進する
ための事業を周知しました。

事業主の方へ働き方改革を促進するこ
とにより，仕事と生活の調和につな
がったと考えます。

Ｂ 産業政策課
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